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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本自動認識システム協会(JAISA)

／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日

本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO/IEC 15423-1:2001，Information 

technology－Automatic identification and data capture techniques－Bar code scanner and decoder performance 

testing－Part 1: Linear symbols を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認ついて，責任をもたない。 
JIS X 0522-1 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（規定）動作要件全般 

附属書 B（参考）スキャナの分類 

附属書 C（参考）復号容易度算出の例 
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日本工業規格          JIS 
 X 0522-1：2005 
 (ISO/IEC 15423-1：2001) 

バーコードスキャナ及び復号器の性能試験方法－ 
第 1 部：1 次元シンボル 

Barcode scanner and decoder performance testing－Part 1: Linear symbols 
 

序文 この規格は，2001 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 15423-1，Information technology－Automatic 

identification and data capture techniques－Bar code scanner and decoder performance testing－Part 1: Linear 

symbols を翻訳し，技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある“参考”は，原国際規格にはない事項である。 

 

1. 適用範囲 この規格は，バーコードスキャナ及び復号器の性能を判定するために使用する試験装置及

び手順について規定する。1 次元シンボルを走査し，復号するための技術に関する要求事項を規定する。

一体形読取システム及び分離形読取システムでの，バーコードスキャナ及び復号器を取り扱う。使用され

る個々の構成要素に影響を受けない特定の構成，例えば，指定モデルの装置性能を規定する。また，附属

書 B で，スキャナの分類方法及び使用可能なパラメタも定義する。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO/IEC 15423-1:2001，Information technology－Automatic identification and data capture techniques

－Bar code scanner and decoder performance testing－Part 1: Linear symbols (IDT) 

参考 一般にバーコードスキャナ及び復号器を総称して，バーコードリーダという。 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム－要求事項 

備考 ISO 9001:1994，Quality systems－Model for quality assurance in design，development，production，

installation and servicing 及び ISO 9002:1994，Quality systems－Model for quality assurance in 

production，installation and servicing からの引用事項は，この規格の該当事項と同等である。 

JIS X 0503 バーコードシンボル－コード 39－基本仕様 

備考 ISO/IEC 16388，Information technology－Automatic identification and data capture techniques－

Bar code symbology specifications－Code39 が，この規格と一致している。 

JIS X 0504 バーコードシンボル－コード 128－基本仕様 

備考 ISO/IEC 15417，Information technology－Automatic identification and data capture techniques－

Bar code symbology specification－Code 128 が，この規格と一致している。 

JIS X 0520 バーコードシンボル印刷品質の評価仕様－1 次元シンボル 
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